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本事務所通信は事務所の顧客さま、名刺交

換をさせていただいた方、ＦＡＸ番号、メール

アドレスを教え頂いた会社さんへお送りして

おります。不要の方はお手数ですがメール、

ＦＡＸ、電話等でその旨をご連絡下さいます

ようお願い申し上げます。 

就業規則診断 

たとえ完璧に作られた就業規則であっても、

法律が変われば不都合が起きる可能性があり

ます。定期的に、出来れば年に一回は見直し

が必要です。弊事務所では、法的視点、第三

者的視点から御社の就業規則を診断します。 
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ソーハラ 
ソーハラとはソーシャルメディアサービスを介

したパワーハラスメントです。今回は Line によ

るソーハラに焦点を当ててその典型例および対策

を紹介します。 

 Line の特徴  

Line は１対１での連絡に加えてグループでの

連絡が可能なところが特徴です。このため業務連

絡に多用されるようになりましたが、対象者以外

に対しては閉鎖的となり、ソーハラの温床を生む

こととなりました。 

 LINEグループ内での行き過ぎた叱咤激励  

上司が部下と Line のグループでのコミュニケ

ーションを図ることは良く行われています。この

際、部下のミスを再発防止のためであったとして

も人格否定をしたり誹謗中傷になったりすること

はソーハラになります。 

 時間外での業務連絡  

Line は何時でも何処でもメッセージを送るこ

とができます。そこで上司が緊急事案でもないの

に帰宅後や深夜、休日に業務連絡を送ることはソ

ーハラになります。特に即座の返信や措置を求め

ることがあれば、社員は常に緊張を強いられ気を

休めることができません。 

 業務と無関係なメッセージ  

上司が業務に関係のないプライベートな内容を

送ることもソーハラになる可能性があります。上

司は部下との風通しを良くする目的であったとし

ても、部下は望んでいないことがあります。特に

男性と女性の間ではセクシュアルハラスメントに

繋がります。 

 対策  

リアルな職場でもパワーハラスメントはありま

すが、外部の眼が一定の歯止めの役割を果たして

います。しかしながら Line の場合には外部の眼

が届かないことに加えて被害社員と直接相対して

いないのでソーハラをしていることを意識してい

ないケースが多くあります。 

そこで会社としてはソーハラ防止のために、次

のことを行うことを勧めます。 

① 会社方針とルールの作成と周知：会社はソ

ーハラ防止についての会社方針を示し、利用時間

や私的利用の禁止等のルールを定めてこれを全社

員に周知徹底します。 

② 教育・研修：どの行為がソーハラになりう

るかを教育し、特に上司には研修を行うことによ

り、無意識にソーハラを犯すことを防ぎます。 

③ 実態調査・相談窓口：社員に対して定期的

なアンケート等による実態調査を実施します。気

軽に相談できる窓口を設けることも有効です。 

④ 会社がチェックできるシステムの導入 

Line がソーハラの温床になりうる原因は閉鎖

性にあります。業務連絡に閉鎖性は必要ありませ

ん。そこで例えば費用は掛かりますがビジネスチ

ャットを導入することも一策です。LineWorks

を初めMicrosoft Teamsや Talknote 等が市場

に提供されています。これらでは管理者が利用状

況を確認したり連絡内容をモニタリングしたりす

ることが出来ます。これにより使用時間の確認や

閉鎖性が解消でき、ソーハラ防止に繋がります。 

 まとめ  

Line を上手く利用して生産性を高めることは

可能です。反対に管理なしの野放図な利用はソー

ハラを招き、社内の雰囲気を険悪にしたり社員が

体調を崩したりして生産性を落とします。 

Line は新しいツールです。効果だけでなく弊

害の部分にも目を向ける姿勢が求められます。 


